
スポーツ特別総合型選抜

スポーツ科学部 専願制

専願制

スポーツ特別総合型選抜

❶Web入学志願票　❷調査書　❸志願理由書　❹誓約書
※提出された書類および入学検定料は、いかなる理由があっても返却・返還できません。

❶Web入学志願票　❷調査書　❸志願理由書　❹誓約書
※提出された書類および入学検定料は、いかなる理由があっても返却・返還できません。

第1回出願期間

2026年9/11（金）〜9/17（木）

第1回試験日

2026年10/1（木）

合格発表

2026年10/14（水）

入学手続

2026年12/11（金）まで

第2回出願期間

2026年10/13（火）〜10/22（木）

第2回試験日

2026年11/4（水）

合格発表

2026年12/1（火）

入学手続

2027年1/8（金）まで

第3回出願期間

2027年1/7（木）〜1/15（金）

第3回試験日

2027年1/30（土）

合格発表

2027年2/12（金）

入学手続

2027年3/5（金）まで

｜  出 願 書 類   ｜

｜  出 願 書 類   ｜

｜ 選考方法・配点 ｜

｜ 選考方法・配点 ｜

1.合格すれば入学することを確約できる者。　2.本学指定種目を対象とし、全国大会出場以上の成績を有する者、あるいは同等以上の競技力を有する者。
3.あらかじめスポーツ特別総合型選抜担当者による事前面談を受け、その担当する競技活動に取り組むことが確約できる者。
4.下記（1）～（3）のいずれかに該当する者、または本学がそれと同等以上の資格があると認めた者。

（1）高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、または2027年3月卒業見込みの者。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者、または2027年3月修了見込みの者。
（3）学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者、または2027年3月までにこれに該当する
　 見込みの者。
※（3）に該当する者で調査書等の出願書類が提出できない方は、必ず出願開始の2週間前までに入試部まで申し出てください。

1.合格すれば入学することを確約できる者。　2.調査書全体の学習成績の状況が3.2以上の者。　3.本学指定種目を対象とし、全国大会出場以上の成績を有
する者、あるいは同等以上の競技力を有する者。　4. あらかじめスポーツ特別総合型選抜担当者による事前面談を受け、その担当する競技活動に取り組むこ
とが確約できる者。　5.下記（1）～（3）のいずれかに該当する者、または本学がそれと同等以上の資格があると認めた者。

（1）高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、または2027年3月卒業見込みの者。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者、または2027年3月修了見込みの者。
（3）学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者、または2027年3月までにこれに該当する
　 見込みの者。
※（3）に該当する者で調査書等の出願書類が提出できない方は、必ず出願開始の2週間前までに入試部まで申し出てください。

出願資格　次の1.～4.のすべてに該当する者。

出願資格　次の1.～5.のすべてに該当する者。

スポーツ科学部 120名

教育学部 5名

入学検定料 35,000円
※一旦納入された入学金・学費・諸費等は、
　いかなる理由があっても返還できません。

※教育学部の第1回合格者が募集人員に
　達した場合は、出願受付を締切ることが
　あります。

※教育学部は1回目・3回目のみ
インターネット出願

募集
人員

13

小論文
50点

満点
100点

面接（グループ）

50点
事前面談

小論文
50点

満点
100点

面接（グループ）

50点
事前面談

【本学指定種目】 硬式野球、サッカー、体操競技、ハンドボール、ラグビー（男子）、剣道、バスケットボール、陸上競技、柔道、水上競技、ダンス、テニス、バレーボール、
アメリカンフットボール、新体操、ソフトテニス、ソフトボール、トライアスロン、なぎなた、バドミントン、レスリング

教育学部スポーツ特別総合型選抜

★スポーツ奨学金制度があります。

【本学指定種目】
硬式野球、サッカー、体操競技、ハンドボール、ラグビー（男子）、剣道、バスケットボール、陸上競技、柔道、水上競技、ダンス、テニス、バレーボール、
アメリカンフットボール、アルティメット、新体操、ソフトテニス、ソフトボール、トライアスロン、なぎなた、バドミントン、レスリング、
アダプテッド・スポーツ（パラスポーツ含む）

★スポーツ奨学金制度があります。

※教育学部は1回目・3回目のみ

本学では障がい等のある方に対し、個別のニーズに基づいた合理的配慮を行っています。配慮を希望される方は、期限までに本学入試部へご相談ください。なお、期限を過ぎてから申し出　　があった場合は、配慮の内容によっては、検討の結果、ご希望に沿いかねる場合や代替案の提示となる場合があります。※本学が定める期限は、2027年度学生募集要項をご確認ください。受験上の合理的配慮について


